
     
 

 

 
    子 ど も 家 庭 課 

 

   議案第５２号 

港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 基準（ 平成２ ６ 年厚生労働

省令第６ ３ 号。 以下「 基準」 と いう 。） の一部改正に伴い、 港区放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する 基準を 定める 条例（ 以下「 条例」 と いう 。） の

一部を 改正し ま す。  

 

１ 改正理由 

国は、 兵庫県明石市を 含む７ 市の地方自治体から の提案を 受け、 令和２ 年

３ 月２ ３ 日、 基準の一部を 改正し 、 放課後児童支援員認定資格研修の実施主

体に中核市（ 明石市を 含む６ ０ 市） を 追加し ま し た。  

区は基準の一部改正に伴う 要件拡大によ り 、 放課後児童支援員と なる 研修

の受講機会が拡充する こ と から 、 条例の一部を 改正し ま す。  

 

２ 改正内容 

 放課後児童支援員の資格要件であ る 研修について、 現行の都道府県知事又

は指定都市の長が行う 研修に加え、 新たに中核市の長が行う 研修を 追加し ま

す。  

 

３ 施行期日  

公布の日 

 

令和２ 年６ 月２ ９ 日 資料№４  
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 


